
一
頁

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照
表

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
条

犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

第
五
条

犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

由
が
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

由
が
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
に

二

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
に

属
し
て
い
た
こ
と
。

属
し
て
い
た
こ
と
（
そ
の
組
織
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
当
該
犯
罪
被
害
を
受
け
た

こ
と
に
関
連
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
場
合
の
特
例
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
場
合
の
特
例
）

第
十
条

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

第
十
条

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
せ
ず
、
又
は
そ
の
一
部
を
支
給
し
な

の
規
定
に
よ
り
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
せ
ず
、
又
は
そ
の
一
部
を
支
給
し
な

い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
、
第
四
条
又
は
第
五
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規

一

第
二
条
、
第
四
条
又
は
第
五
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規

定
に
よ
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

定
に
よ
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

二

第
三
条
又
は
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定

二

第
三
条
又
は
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定

に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三

第
六
条
第
二
号
又
は
第
七
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定

三

第
六
条
第
二
号
又
は
第
七
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定

に
よ
る
額

に
よ
る
額

２

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お

と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二

い
て
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
、
当
該
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
か
ら

を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
加
害
者
に
対
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害

一

第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ

者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ

た
時
に
、
当
該
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
か
ら
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該

る
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
に
係
る
事
情
を
勘
案
し
て
特

加
害
者
に
対
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ

て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

て
い
る
と
き
（
第
四
条
又
は
第
五
条
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を

含
む
。
）
が
あ
る
場
合
及
び
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
に
準
ず
る
も



二
頁

の
を
含
む
。
）
が
あ
り
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得

た
額
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除

く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
が
あ
る
場
合

二

第
五
条
第
二
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
織
に
属
し
て

い
た
こ
と
が
当
該
犯
罪
行
為
が
発
生
し
た
こ
と
に
関
連
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
当

該
組
織
に
属
す
る
者
で
な
い
と
き
（
第
二
条
、
第
四
条
又
は
第
五
条
第
一
号
若
し

く
は
第
三
号
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合

及
び
第
三
条
又
は
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
が
あ
り
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を

支
給
し
な
い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

。

３

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
号
又
は
第
七
条
に
定
め

る
事
由
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
に
係
る
事
情
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。


